
◎金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正す

る法律 
（令和二年六月一九日法律第五九号）   

一、提案理由（令和二年六月九日・衆議院財務金融委員会） 

○麻生国務大臣 ただいま議題となりました金融機能の強化のための特別措置に関する

法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させてい

ただきます。 

 現在、日本の金融システムは安定をいたしており、その健全性に問題はありません。 

 こうした中、政府としては、四月に決定をいたしております緊急経済対策及び令和二

年度第一次補正予算を速やかに実行に移しており、政策金融機関、民間金融機関による

実質無利子無担保融資を含め、強力な資金繰り支援を講じているところであります。 

 さらに、令和二年度第二次補正予算においては、資金繰り対策の積み増しと資本性資

金の活用等による金融機能の強化等について所要の措置が講じられております。 

 これらの予算措置や政府からの要請を踏まえ、金融機関が、新型コロナウイルス感染

症等の影響を受けた中小企業等に対し、今後も引き続き、積極的に資金繰り支援等を行

い、経済の再生を図っていくことが重要であります。 

 こうした将来を見据えた先手の対応として、金融機関が、国の資本参加を受けて、適

切な金融仲介機能を発揮できるよう、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 

 第一に、国の資本参加の申請期限を令和八年三月末まで延長することとしております。 

 第二に、新型コロナウイルス感染症等の影響により、自己資本の充実が必要となった

金融機関等が国の資本参加を受けようとする場合において、経営責任が問われないこと

を明確化するとともに、収益性や効率性の向上の具体的な目標を求めないなどの特例を

設けることといたしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（令和二年六月一〇日） 

○田中良生君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、金融機関等が新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業等に対し、

今後も引き続き積極的に資金繰り支援等を行い、経済の再生を図っていくために、金融

機関等が国の資本参加を受けて適切な金融仲介機能を発揮できるよう、資本参加の申請

期限を令和八年三月末まで延長するとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響によ

り、自己資本の充実が必要となった金融機関等が国の資本参加を受けようとする場合に

おいて、収益性や効率性の向上の具体的な目標を求めないなどの特例を設けるものであ

ります。 



 本案は、去る六月八日当委員会に付託され、昨日、麻生国務大臣から提案理由の説明

を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。本日採決いたしましたところ、

本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年六月一〇日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 時限的措置である金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく国の資本

参加制度の目的がこれまで一貫して地域経済活性化であり、その時々の金融経済情勢

に応じて申請期限が延長されてきたことを重く受け止めた上で、今回の長期間にわた

る申請期限延長も含め、制度の適切な在り方について検討すること。 

二 金融機関等に対する新型コロナウイルス感染症等に関する特例措置については、今

後の感染症の収束状況やその社会経済に対する影響を踏まえた運用を行うとともに、

申請期限の到来前であっても必要に応じて当該特例措置の見直しについて検討するこ

と。また、同特例措置による国の資本参加を受けた金融機関等に対しては、地域経済

活性化に資する金融仲介により、企業規模の大小に関わらず産業連関を念頭に国全体

に経済効果がもたらされるように促すこと。 

三 国の資本参加に伴う金融機関等の金融仲介機能の発揮においては、個々の事業者の

経営の独立性が最大限尊重されるとともに、金融機関等への国の資本参加の目的が地

域経済の活性化であることに鑑み、配当を受ける出資者だけではなく、金融機関等を

利用する者を含む地域に対する便益向上の観点にも配慮されるよう注視すること。 

四 政府が進める中小企業等への資本性資金の供給の効果を高めるべく、民間金融機関

の官民連携ファンドへの出資や協調融資を促し、その際のリスクを軽減するという見

地から、国の資本参加は適時適切に行うこと。 

三、参議院財政金融委員長報告（令和二年六月一二日） 

○中西祐介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会におけ

るその審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対処して金融機関等の経営基盤の

充実を図るため、国の資本参加の申請期限を令和八年三月末まで延長するとともに、審

査手続等の特例を設けるものであります。 

 委員会におきましては、新型コロナウイルス感染症などの影響を受けた地域金融機関

の現況と今後の対応、国の資本参加の申請期限を延長する必要性等について質疑が行わ

れましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定をいたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 



 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年六月一二日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 本法に基づく特例措置の運用に当たっては、経営強化計画に盛り込む地域経済の再

生に資する方策の実効性を確保することなどを通じて、新型コロナウイルス感染症等

の影響を受ける中小企業者・小規模事業者に対する金融の更なる円滑化に資するもの

となるよう、十分に配意すること。 

二 本法に基づく特例措置が、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた金融機関等

に国が資本参加を行うことにより、中小企業者・小規模事業者を支え、地域経済の活

性化を図るために設けられたことを踏まえ、その趣旨を的確に周知することにより、

資本参加を必要とする金融機関等が本特例措置を効果的に活用できるよう配慮するこ

と。 

三 本法に基づく特例措置によって資本参加を受けた金融機関等における財務的負担を

軽減する観点から、本特例措置における国の資本参加に係る金融機関等のコストをで

きる限り低減するように配慮すること。 

四 資本参加を受けた金融機関等に対するモニタリングの充実などを通じて、中小企業

金融の円滑化や地域経済の活性化に向けた政策効果の発現を検証するとともに、新型

コロナウイルス感染症の収束状況や経済情勢等を踏まえ、申請期限の到来前であって

も必要に応じて本特例措置の見直しについて検討すること。 

五 本法に基づく特例措置を含め、国の資本参加制度については、その政策効果等の不

断の検証を行うとともに、リスク管理も含めた適時適切な実施に努めること。 

六 新型コロナウイルス感染症等の影響により我が国の経済金融情勢及び雇用情勢が厳

しさを増す中で、これまでに実施されている各種の金融上の措置については、引き続

き迅速かつ弾力的な対応が行われるよう特段の配慮を行うとともに、雇用の維持と事

業の継続、経済活動の回復等に向けた資金需要に適切に応える対策を講ずること。 

  右決議する。 

 


